
鳥取へＩＪＵ！アグリスタート研修事業に関するＱ＆Ａ

（１）事業について

Ｑ 1

　研修中に給料、手当がもらえるとチラシ
に記載されていました。住居手当や定住
準備金、赴任旅費の支給もあるようです
が、具体的にはどれほどなのでしょう
か？

　研修期間中は、(公財)鳥取県農業農村担い手育成機構の職員として雇用されます。そのため、
当機構から月額１３４，１２０円の給与をお支払いするとともに、（住居＋通勤）手当として月額３３，
０００円（上限）を支給いたします。
　なお、住居手当の上限額は２７，０００円です。
　また、県外からの移住に必要な経費の支援として、定住準備金９９，０００円（上限、引越代及び
敷金礼金相当額の支援（採用決定後に移住された方に限り支給））、鳥取県への赴任旅費２０，０
００円をお支払いします。

Ｑ 2

　給料は、いつ支給されますか？また、
研修１ヶ月目の給料はどのような扱いと
なりますか？

　給料（賃金）の締切日が月末で、給料の支払いは翌月の２１日です。
　したがって、最初の研修１ヶ月と２１日間は、研修生の自己資金で生活してもらう必要がありま
す。
　住居手当、通勤手当についても同様の扱いとなるため、研修当初は自己資金での対応が必要
となることを十分御理解ください。

Ｑ 3

　（住居＋通勤）手当（月額３３千円（上
限））の考え方について教えてください。

　機構規程に基づき、住居手当支給額の上限は２７千円ですが、支給にあたっての具体的な考え
方は次のとおりです。
（１）１ヶ月の家賃等に対する住居手当

（２）１ヶ月の通勤手当
　住居手当と通勤手当の合計額の上限が３３千円ですので、仮に、住居手当が上限まで支給され
る場合、３３千円－２７千円＝６千円が通勤手当の上限となります。

　なお、公共交通機関の利用でも通勤手当を支給できますが、公共交通機関を使って受入農家へ
通勤することは、現実的には困難であると考えて下さい。

Ｑ 4
　赴任旅費（２０，０００円） はいつ支給さ
れますか？

　最初の給料をお支払いする際に、併せて支給させていただきます。

Ｑ 5

　住居を転居した場合、入居の際に定住
準備金として助成を受けた額は返還しな
ければなりませんか？

　研修期間終了後に転居される場合、又は研修期間中に県内で転居し研修を継続される場合
は、返還は不要です。ただし、研修中止に伴う転居の場合は、定住準備金（上限９９，０００円）を
返還していただくことになります。
　なお、この場合の返還額は、引き続き県内にお住まいになる場合は当該補助の半額、県外に転
居される場合は補助金の全額となりますので、御承知ください。

（２）応募について

Ｑ 1

　申込みに必要な書類、具体的な申込
手続について教えてください。

　 募集要項の内容を御確認いただき、「鳥取へＩＪＵ！アグリスタート研修事業　申込書」に必要事
項を記入の上、応募期間内に機構まで郵送（必着）又は持参してください。

※募集要項と申込書の様式は、当機構まで連絡をいただければ郵送させていただきます。
※申込書様式は機構ホームページからのダウンロードも可能ですので、ご活用ください。
※鳥取県東京本部、関西本部、名古屋代表部にも設置しておりますので、お近くにお住まいの方
は、そちらで入手いただくことも可能です。

Ｑ 2

　研修生決定までには、どのくらい時間
がかかりますか？

　書類選考、面接選考を経て、前期募集については９月上旬、後期募集については１１月下旬に
は雇用する研修生を決定する予定です。

Ｑ 3

　申し込みまでに一度鳥取を訪問して、
どういう所か見たいのですが、何か機会
がありますか？

　 募集期間内に、当機構で機会を設定することはありませんので、申し込みまでに訪問を希望さ
れる場合は、各自で対応いただくこととなります。なお、訪問の上、農業体験などを実施してみた
い等のご希望がありましたら、体験先を御紹介することは可能ですので、その場合は当機構まで
お問い合わせください（体験先への予約等の連絡は、直接していただくこととなりますので、御了
承ください）。

Ｑ 4

　農業体験がまったくないのですが、大
丈夫でしょうか？

　 農業は実際にやってみるのと想像するのとでは、印象が大きく異なるものです。いざ研修が始
まって、体力がついていかず研修をリタイアされる研修生もあることを考えますと、なるべく応募前
（あるいは研修開始前）に希望品目の作業を短期間でも経験なさることをお勧めします。農業体験
を希望される場合は、体験先を御紹介しますので、当機構まで御相談ください。

Ｑ 5

　研修を希望する作物や場所等を具体
的に決めていなくても応募できますか？

　 研修では、地域の先進的な農家のもとで実践的な研修を行っていきますので、事前に機構の就
農相談の中で具体的な就農品目と就農地域を決めていただくことが必要です。このため、目指す
農業の姿や、就農予定地域での農地の確保の見通し、経営発展していける環境が整っているか
等、じっくりと検討していくことが重要です。また、農地の確保や、フォローアップ体制について、関
係機関等へ確認することも大切です。事前に、当機構の就農企画員へご相談ください。

Ｑ 6

　就農した人の話を聞ける機会はありま
すか？

　 当機構が主催する農業視察研修では、新規就農者の経営を訪問し、体験談や就農準備に関す
るアドバイスを直接聞いていただくことができます。直近では、6月29日（土）～30日（日）に中部地
区で実施しますので、詳細については当機構までお問い合わせください（申込期限：6月21日
(金)）。
　 申し込みまでに新規就農者の話を聞いてみたい方は、随時、可能な限り、個別で機会を設定さ
せていただきますので、当機構の就農企画員へご相談ください。

 質問 答え

 質問 答え

１ヶ月の家賃等 住居手当支給額 計算式 （100円未満は切捨て）

12,000円以下 なし

12,001～23,000円以下 0～11,000円 家賃等の額－12,000円

23,001～55,000円以下 11,000～27,000円 （家賃等の額－23,000円）×1/2＋11,000円

（令和元年５月２０日現在）



鳥取へＩＪＵ！アグリスタート研修事業に関するＱ＆Ａ （令和元年５月２０日現在）

（３）応募資格について

Ｑ 1

「原則、県立農業大学校の研修を受講
している等、研修を円滑に受講するため
に必要な基礎的な知識、技能を有するこ
と」とありますが、具体的にはどのような
ことですか？

　円滑に研修を進めるため、農薬、肥料の基礎知識等や農業機械や農具の使い方など基礎的な
知識、技能を身に付けていただくことが必要となります。研修開始までに農業大学校が実施する
各種研修等（スキルアップ研修、アグリチャレンジ科等）を受講いただく必要があります。なお、農
業法人での研修・就業経験等がある等で必要な知識、技能があると認められる場合は応募できま
すので、当機構の就農企画員へご相談ください。

Ｑ 2
   保証人は必要ですか？ 　 不要です。

Ｑ 3 　年齢制限・性別制限はありますか？ 　 ありません。

Ｑ 4
　鳥取県内に住んでいますが、応募でき
ますか？

　 できます。

Ｑ 5
　学校を卒業したばかりですが、応募資
格はありますか？

　 あります。

Ｑ 6

　オートマチック限定免許では、どうして
だめなのですか？

 　研修中、研修農場等での作業において運転されることとなる軽トラックのほとんどがマニュアル
車であるためです。
　 なお、応募段階でオートマチック限定免許であっても、研修開始までに限定解除される意思の
ある方は、募集を受け付けます。

Ｑ 7

　夫婦２人で研修を受けることができま
すか？この場合、２人分の給料等がもら
えますか？

　 御夫婦お２人がそれぞれ研修事業に応募していただくことは可能ですが、選考の結果、どちら
かお１人のみ雇用させていただくことになる場合もあります。また、お２人を雇用する場合であって
も、同じ研修先になるとは限りませんので、御了解ください。
　 いずれにしても、お２人を雇用する場合は、お２人分の給料をお支払いします。ただし、同居さ
れる場合の住居手当については、お１人分のみとさせていただきます。

（４）雇用条件について

Ｑ 1

　保険制度の適用はどうなっています
か？

　 機構職員として労働保険（労災保険、雇用保険）、社会保険（健康保険、厚生年金等）に加入し
ますが、トライアル研修中（２ヶ月）は労働保険のみの加入となります。

Ｑ 2

　農作業等の労働条件を教えてください 　機構は、研修先と研修指導契約を締結し、機構と研修先の農作業等の労働条件の適用範囲に
ついて取り決めを行います。
　研修生は機構職員の身分で、研修先では従業員と同様の作業体系の中で就業します。
　研修生に対しては、機構との雇用契約に基づき、１ヶ月間で１７６ｈｒ以内を労働時間の基準とし
て基本給与を支払います。

Ｑ 3

　就業時間は受入先の就業時間による
となっていますが、具体的な勤務時間は
どのようになりますか？

　受入先の研修農場や作目等により、就業の時間が異なりますので、受入先に合せた研修となり
ます。ただし、研修生の就業時間は１ヶ月間で１７６ｈｒを基準としていますので、研修先の協力を
得て、その範囲内で就業することとなります。
　なお、それぞれの作目や季節により、農作業の時間配分が異なります。
　例えば、夏期の野菜では、朝５:００～８:００、９:００～１１:００、１６:００～１８:００作業で１日７ｈｒ、月
２５日間の就業。冬期の野菜では、朝８:００～１２:００、１３:００～１７:００作業で１日８ｈｒ、月２２日間
の就業というように、作目や作業内容、季節によって１日、１ヶ月の就業パターンが異なります。

Ｑ 4

　農繁期にはこの限りではないとは、ど
のようなことをいうのですか？

　平常の時期には、就業時間の目安を決めて日々の農作業を行いますが、農繁期の忙しい時期
には、１日の作業を終えるのに必要な平常時より多くの時間を就業しなければならないことから、
「農繁期にはこの限りでない」としています。
　しかし、いずれにしても、１ヶ月で１７６ｈｒの就業時間となるよう時間調整を行います。

Ｑ 5

　受入先の休日カレンダーによるとは、
どのような意味ですか？

　受入先や部門により、勤務時間、勤務日数がそれぞれことなりますので、受入先農家等のカレン
ダーに添って休日・休暇をとっていただくことになるという意味です。
　農繁期には、休日・休暇日の設定が平常期と異なる形となりますが、いずれにしても、１ヶ月の
就業時間が１７６ｈｒとなるよう調整されることになります。

 質問 答え

 質問 答え



鳥取へＩＪＵ！アグリスタート研修事業に関するＱ＆Ａ （令和元年５月２０日現在）

（５）研修について

Ｑ 1

　研修はどのような内容ですか？ 　お試し期間のトライアル研修（２ヶ月）を経て、本格研修（１０ヶ月）では、受入先の先進農家にお
ける栽培管理技術や経営ノウハウについて、より実践的に習得していただきます。
　また、３ヶ月に１回程度、農業大学校において開催する集合研修において、経営主としての心構
え、就農準備の進め方等について学んでいただくとともに、大型特殊免許（農耕車限定）の取得の
ための技能研修も受講していただきます。

Ｑ 2

　露地野菜の研修をしたいと考えており
ます。
　研修先については、当方の希望を踏ま
えて紹介していただけるのでしょうか？

地域の関係機関と協議し、地域の先進的農家等の中から、最も適切な受入先を決定します。この
ため、事前の就農相談で、地域の関係機関とも相談し、品目、就農地をしっかりと検討することが
重要です。

Ｑ 3

　現在仕事をしており、研修生になれ
ば、職場を辞めて鳥取へ生活の拠点を
移さなければなりません。
　トライアル研修で農業に向かないとわ
かっても、前の職場に戻ることはできず、
たちまち生活に困ることとなりますが、そ
の場合、他の職場を紹介してもらえるの
でしょうか？

　この研修で、本人が農業に向いていないと判断されて研修継続を断念された場合、別の職場を
紹介することはありません。
　現在、仕事をされている方は、農業への転職については慎重に判断されることをお勧めします。
　事前に来県されての農業体験等を希望される場合は、相談を承りますので、当機構まで御連絡
ください。

Ｑ 4

　トライアル研修終了後、本格研修に移
行する場合、何か手続きが必要です
か？

　 当機構と最初に交わす雇用契約は、２ケ月間のトライアル研修に関する契約であるため、本格
研修への移行にあたっては、１０ヶ月間の雇用契約を改めて交わすこととなります。
  なお、本格研修への移行は、研修生の自己評価、研修指導員の評価等をもとに、機構理事長が
適否を判断し、適の場合改めて雇用契約を交わすことになります。

Ｑ 5

　追加研修は、希望すれば、研修できま
すか？

　研修は、トライアル研修（２ヶ月）と本格研修（１０ヶ月）の計１２ヶ月が基本となります。
　ただし、作目によっては、１年間の研修期間では、栽培技術の習得が困難な場合があります。
　研修作目の内容、研修生の技術習得状況、研修意欲等を機構が総合的に判断・選考して、追
加研修実施の可否を判定します。
　なお、追加研修は１年間以内とし、就農条件が整った場合には、研修を終了し、就農していただ
くことになります。

Ｑ 6
　研修中のアルバイトは可能ですか？ 　 農業の知識習得につながる内容であり、機構理事長が認めた場合に限り、休日及び時間外に

アルバイトをしていただくことも可能です。

（６）生活面について

Ｑ 1

　鳥取県での１人１ヶ月のおおよその生
活費はどのくらいですか？

　 あくまで統計上の数字ですが、総務省統計局による「社会・人口統計体系」（２０１５）によると、
鳥取県の２人以上の世帯の１ヶ月あたりの消費支出額（いわゆる生活費）はおよそ２７万円（全国
３３位）となっています。

Ｑ 2

　生活資金の蓄えがありませんが、大丈
夫ですか？

　 研修中は機構の職員として毎月の給料をお支払いするにしても、生活する上で必ずしも余裕の
ある金額とは言えません。研修終了後の進路が確定し、鳥取での新たな生活が軌道に乗るため
には、生活のための蓄えが必要です。

Ｑ 3
　住民票を移動しなければなりません
か？

　雇用決定後、トライアル研修が始まるまでに移動をお願いします。

Ｑ 4

　住居は機構からの情報提供があるよう
ですが、具体的には、いつ、どのように
紹介してもらえるのでしょうか？

　まず、一次選考を通過された方に、住居に関する意向を把握させていただく書類を作成いただ
き、面接選考時に持参していただきます。二次選考を経て採用が決定した方に対し、意向をできる
だけ踏まえた物件情報を御提供します。
　なお、それら情報をもとにした不動産業者との調整、連絡等は、機構を介さず、直接行っていた
だくことになりますので、御了解ください。

Ｑ 5
　自家用車を持っていないのですが、通
勤の交通機関はありますか？

　研修受入先のほとんどが、公共交通機関での通勤が困難な箇所になりますので、自家用車（で
きれば軽トラック）の用意が必要です。

Ｑ 6

　町中に住んで、研修先へ通勤してもよ
いですか？

　研修に支障をきたすことのないよう、研修先の近くに住居を確保されることをお勧めしますが、研
修先の場所によっては、近隣での住居確保が困難な場合もあります。したがって、通勤時間が可
能な範囲で、研修先と離れた場所に住まいを確保されることもやむを得ないと考えます。

 質問 答え

 質問 答え



鳥取へＩＪＵ！アグリスタート研修事業に関するＱ＆Ａ （令和元年５月２０日現在）

（７）研修終了後について

Ｑ 1
　研修終了後は、鳥取に住む必要があり
ますか？

　鳥取へ移住、定住していただくための事業です。

Ｑ 2

　一番気になるのは、研修後のことで
す。
　研修後のサポートはどのような体制に
なっていますか？

　独立就農へ向けての支援はどうなって
いますか？

　就農地域や栽培作物の決定など、研修後の進路は、あくまでも研修生が主体的に行うことが基
本です。
　機構では、研修期間中に、研修生自らが目標とする営農方針を組み立て実践していけるよう、
県（農業改良普及所等）、市町村、ＪＡなど関係機関との連携のもと、情報共有しながら、研修終了
後の進路相談に応じます。
　市町村から就農認定を受けた場合は、営農に必要な機械や施設の補助等を受けることもできま
す。また、市町村によっては農地賃借料や空き家の賃借の支援を行っているところもあります。
　就農後も、県や市町村、ＪＡなどの関係機関が経営安定に向けた支援を行いますが、営農をス
タートさせるには、ある程度の自己資金が必要です。また、地元とのコミニュケーションも大切とな
ります。

Ｑ 3

　農業法人等へ就業して、研修が継続で
きますか？

　本格研修終了又は追加研修後に、農業法人等へ就業されることは可能です。
 ① 研修受入先への就業を希望される場合は、研修生が主体的に受入農業法人等と協議を行っ
て下さい。
 ② 研修先での就職が困難な場合は、同じ作物を栽培している他の法人等への就職等の紹介や
相談をさせていただくよう考えています。しかし、求人状況は必ずしも多いとは言えませんので、進
路決定は研修生が主体的に行うことであり、自己責任で就業先を決定しなければなりません。
　農業法人等において農業技術、経営のスキルを十分習得していただいた上で、その後独立され
る際には、市町村、県で支援を行います。

Ｑ 4

　研修を途中でやめることはできます
か？また、途中でやめる場合、助成金の
返還等、何らかの罰則はありますか？

  原則として、事前研修及び２ケ月のトライアル研修期間に、研修の中止、継続を判断していただ
きたいと思います。仮に、トライアル研修又は本格・追加研修の途中で、特別な事情等で研修継
続が困難な状況に陥った場合、中止することはやむを得ないと考えます。
　研修中止に際して、これまで助成した賃金や手当ての返還を求めることはありませんが、研修
開始時に、定住準備金を受給された方は、研修中止に伴い転居される場合、当該助成額の一部
又は全額を返還いただく必要があります。（（１）事業について　Ｑ５参照）
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